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「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について 

 
 危険物取扱者の立会いなしに移動タンク貯蔵所に乗務する危険物取扱者（以下「乗務員」

という。）が単独で荷卸しを行うこと（以下「単独荷卸し」という。）については、従前より

「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」（平成 17 年 10 月 26 日付け消防

危第 245 号。以下「245 号通知」という。）により運用をお願いしているところです。 
 近年、単独荷卸しを行った危険物施設において、異なる油種を誤って地下貯蔵タンクに注

入する事故（いわゆるコンタミ事故）が発生していること等を踏まえ、平成 27・28 年度に、

危険物保安技術協会において「単独荷卸しに係る評価制度の見直しに関する検討委員会」

（委員長：鶴田俊秋田県立大学システム科学技術学部教授）が開催され、調査検討が行われ

ました。 
 当該検討委員会での調査検討の結果、単独荷卸しに係る安全対策設備について、一定の条

件を満たす設備機器は、安全対策設備として必要な機能等を有するものと認められること

や、単独荷卸しに係る教育訓練について、乗務員、単独荷卸しを行う運送業者の運行管理者

及び給油取扱所等の危険物保安監督者に対する教育訓練の内容を拡充するとともに、運行

管理者等に対する教育訓練周期を新たに設ける必要があること等の提言が示されました。 
 これらの提言を踏まえ、今般、下記のとおり、245 号通知を改め、単独荷卸しに係る安全

対策設備として必要な機能等を追記するとともに、単独荷卸しに係る教育訓練の内容を拡

充等することとしましたので、通知します。 
 貴職におかれましては、下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されるとともに、各都

道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する

一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知くださいますようお願い申し上げます。 
 なお、本通知は消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく技術的助

言であることを申し添えます。 
 

殿 



記 
 
第１ 245 号通知の一部改正について 

１ 245 号通知本文を次のように改正する。 
（１） 第２(1)ア(ｴ)中「別添２」の次に「参照」を加える。 
（２） 第２(1)ア(ｴ)②中「単独荷卸しの仕組み」を「上記①に掲げる事項」に改める。 
（３） 第２(2)イ中「単独荷卸しを行う乗務員に対し」の次に「て、単独荷卸しの仕組

み」を、「書類を交付すること。」の次に「（別添２参照）」を加える。 
（４） 第２(2)ウ中「単独荷卸しの仕組み」の次に「、単独荷卸しに係る安全対策設備」

を、「教育訓練を行うこと。」の次に「（別添２参照）」を加える。 
（５） 第２(3)ウ中「及び従業員に対して」の次に「、単独荷卸しの仕組み、単独荷卸し

に係る安全対策設備」を加え、「、災害発生時の措置」を「及び災害発生時の措置」

に改め、「教育訓練を実施すること。」の次に「（別添２参照）」を加える。 
（６） 第２(3)カ中「体制を構築するとともに、」の次に「給油取扱所等の」を加える。 
２ 別添１を別紙１のとおり改正する。 
３ 別添２を別紙２のとおり改正する。 

 
第２ その他 
 別添１「改正後 245 号通知」、別添２「新旧対照表」を参考として添付する。 

（問い合わせ先） 

消防庁危険物保安室 

担当：竹本補佐、池町係長、平尾事務官 

TEL 03-5253-7524 

FAX 03-5253-7534 



 

別添１ 

単独荷卸しに必要な安全対策設備 

 

 １ コンタミ防止装置 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際にコンタミを防止するための装置

であり、移動タンク貯蔵所に備えられる機器と地下タンク等（注入口を含む。）に設けられる機器

から構成されるものである。 

 ただし、移動タンク貯蔵所と単独荷卸しの対象となる施設（灯油を一般の人に販売するものを除

く。）の地下タンク等（単独荷卸しを行う注入口付近に対象外の注入口が併置されているものを除

く。）において貯蔵し、又は取り扱う油種がいずれも単一で、かつ、同一である場合は、設置しな

いことができる。 

 

  (1) コンタミ防止機能 

   ア 有効にコンタミを防止できるものであること。 

(ｱ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物の種類を荷積みの段階から正確かつ容易

に把握できるものであること。 

(ｲ) 荷卸し先の地下タンク等に貯蔵される危険物の種類を正確かつ容易に把握できるもので

あること。 

(ｳ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物と荷卸し先の地下タンク等に貯蔵される

危険物の種類が一致する場合にのみ、当該槽の底弁等が開き荷卸しが行えるものであるこ

と。 

(ｴ) 申請された油種相互のコンタミを防止できるものであること。 

     イ コンタミ防止機能を停止する機能を有する場合には、次のとおりであること。 

    (ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) コンタミ防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把握することができ

るものであること。 

 

   (2) 操作性 

   ア 操作性 

 乗務員１人で容易に操作できるものであること。 

   イ 視認性 

     操作の段階、異常の発生を容易に確認できるものであること。 

   ウ 安全性 

     乗務員に危害を及ぼさないものであること。 

 

  (3) 信頼性 

   ア 強度 

     使用時、車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じるものでないこと。 
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   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ２ 過剰注入防止設備 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際に危険物の過剰な注入を防止する

ための装置であり、地下タンク等に設けられる機器のみから構成されるものと移動タンク貯蔵所及

び地下タンク等の両方に設けられる機器で構成されるものがある。 

 

  (1) 過剰注入防止機能 

ア 地下タンク等への危険物の過剰な注入を有効に防止することができるものであること。 

   イ 過剰注入防止機能を停止する機能がある場合には、次のとおりであること。 

(ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) 過剰注入防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把握できるものであ

ること。 

 

   (2) 操作性 

ア 操作性 

乗務員１人で容易に操作できるものであること。 

イ 視認性 

操作の段階、異常の発生を容易に確認できるものであること。 

ウ 安全性 

乗務員に危害を及ぼさないものであること。 

 

  (3) 信頼性 

   ア 強度 

     荷卸し時及び車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じるものでないこと。 

   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ３ タンク貯蔵量表示装置 

   地下タンク等内の危険物の量を自動的に表示する装置であり、地下タンク等に設けられるものと

移動タンク貯蔵所に設けられるものがある。 

 

  (1) 表示機能 

 地下タンク等内の危険物の量の変化が荷卸し中に随時確認できるものであること。 

 

   (2) 設置場所 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際に容易に表示内容を確認するこ



 

とができるよう、地下タンク等に設ける場合にあっては注入口の近傍に設け、移動タンク貯蔵所

に設ける場合にあっては吐出口の近傍に設けること。 

 

 ４ 照明設備 

  (1) 機能 

    単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られるものであること。 

 

  (2) 設置場所 

 単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られる場所に設置するとともに、当該

照明設備のスイッチは運転手が容易に操作できる場所に設けること。ただし、次に掲げるいずれ

かの照明設備は、スイッチを設けないことができる。 

ア 無線通信等により、照明が自動点灯するもの 

イ 24 時間営業の給油取扱所等において、照明が常時点灯しているもの（単独荷卸しの作業を行 

う場所において必要な照度が得られる場合に限る。） 

 

 ５ 防災設備 

  (1) 機器の種類 

   ア 給油取扱所等の見取図 

 単独荷卸し作業を行う場所（集中注入口又は、タンク直上式注入口の位置等）、単独荷卸し

に必要な設備の位置を明示したもの 

   イ 消火器 

  Ｂ火災用の能力単位の合計が１０単位以上となるもの（本数は１本又は２本とし、給油取扱

所等又は移動タンク貯蔵所に設置されている消火器を単独荷卸しの際に使用できるようにす

ることで差し支えない。） 

   ウ 乾燥砂又は油吸着材 

     乾燥砂 ２５㎏以上（使いやすいようにバケツなどに小分けしたもの） 

油吸着材 漏れた危険物を有効に回収できる量であって、かつ、２５㎏の乾燥砂と同等以上

の効力を有する量以上とすること 

エ 緊急用電話 

     消防機関等に連絡できるもの 

   オ 通報連絡方法手順書 

 事故発生時に消防機関、給油取扱所等の危険物保安監督者等の責任者、運送業者等へ通報連

絡する手順を明示したもの 

 

  (2) 設置場所 

ア 事故発生時に容易にかつ安全に使用することができる場所に集合させて設置すること。 

イ 上記(1) ア、エ及びオについては、給油取扱所等の防火塀又は建築物の外壁等に設けられた

耐候性等を有する箱（自立型のものを含む。以下「コントロールボックス」という。）に収納

されていること。ただし、次に掲げるいずれかの緊急用電話は、コントロールボックスに収納

しないことができる。 



 

 (ｱ) 乗務員の携行する携帯電話（運送業者等において組織的に管理され、常時使用できるもの

に限る。） 

 (ｨ) 24 時間営業の給油取扱所等の事務所等内に設置される常時使用可能な固定電話 



 

別添２ 

 

給油取扱所等の単独荷卸しに係る教育訓練 

 

１ 教育訓練の実施主体 

 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）は、石油供給者の構築した単独荷卸しの仕組

みに基づき、また、自ら単独荷卸しを行う運送業者は、自ら構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づ

き、それぞれ適切に、乗務員及び運行管理者に対して教育訓練を実施するものであること。 

 また、給油取扱所等の所有者等は、石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独

荷卸しの仕組みに基づき、適切に、当該給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対して教育訓

練を実施するものであること。 

 

２ 教育内容 

 (1) 一般的事項 

   ア 単独荷卸しの仕組み 

     イ 給油取扱所等の施設・設備の構造について 

      (ｱ) コンタミ防止装置 

      (ｲ) 過剰注入防止設備 

      (ｳ) タンク貯蔵量表示装置 

    (ｴ) 照明設備 

      (ｵ) 防災設備 

       (ｶ) タンク注入口の識別方法 

     ウ  単独荷卸しの作業手順について 

     エ  異常時の対応方法について 

 

 (2) 個々の給油取扱所等に係る事項 

ア 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所 

イ 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の道路状況（非営業又は非作業中における単独荷卸

しにおいて、移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の交通状況、給油取扱所等周辺の地勢等） 

ウ 給油取扱所等の必要資機材の配置図等（給油取扱所等の防災設備等の配置位置等） 

 

３ 訓練内容 

 (1) 単独荷卸し作業訓練（模擬設備あるいは給油取扱所等の施設） 

 

 (2) 災害時の対応訓練 

  ア 消火器の使用方法（オイルパン等の油火災を実際に消火する。） 

イ 乾燥砂等、油吸着剤等による漏えい拡大防止方法 

ウ 災害時における消防機関等への通報要領（単独荷卸し先の給油取扱所等名、住所等を正確に通

報できるようにする。） 

エ 単独荷卸し作業異常時の対応（過剰注入防止設備の作動時、コンタミ防止装置の異常作動時等
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の対処） 

 

４ 教育訓練の対象、内容、時期及び周期 

 (1) 単独荷卸しをはじめて行う場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

はじめて単独荷卸しを行 

う乗務員 

 

上記２及び３の教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前に 

実施 

 

 (2) 単独荷卸し方式、給油取扱所等の対象が変わった場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

単独荷卸しの経験はある

が、これまでに経験のない

方式による単独荷卸しを

行う乗務員 

 

上記２(1)、３(1)及び(2)エの

教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前に 

実施 

 

同一方式の単独荷卸しの

経験はあるが、当該給油取

扱所等においてはじめて

単独荷卸しを行うことと

なる乗務員 

 

上記２(2)、３(1)並びに(2)

ウ及びエの教育 

 

単独荷卸し業務を行う前に 

実施 

 

 (3) 定期に実施する技能の水準を確保するための教育訓練 

 

  対   象 

 

  内     容 

 

  時   期 

 

  周   期 

 

単独荷卸し業務に従 

事している乗務員 

 

上記２(1) 及び３の教育

訓練 

 

運行管理者が立案 

する年間計画によ 

る時期 

 

３年に１回以上実 

施 



 

 

単独荷卸しを行う

運送業者の運行管

理者 

 

上記２の教育 

 

石油供給者又は自

ら単独荷卸しを行

う運送業者が立案

する年間計画に

よる時期 

 

３年に１回以上実

施 

 

単独荷卸しが行わ

れる給油取扱所等

の危険物保安監督

者及び従業員 

 

上記２の教育 

 

石油供給者又は自

ら単独荷卸しを行

う運送業者が立案

する年間計画に

よる時期 

 

３年に１回以上実

施 

 

 



 

 

消 防 危 第 2 4 5 号  

平成１７年１０月２６日 

 

改正 平成 30 年 3 月 30 日 消防危第 44 号 

 

 各都道府県消防防災主管部長  

 東京消防庁・各指定都市消防長  

 

                                                    消防庁危険物保安室長 

 

 

給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について 

 

 危険物取扱者の立会いなしに移動タンク貯蔵所に乗務する危険物取扱者（以下「乗務員」という。）

が単独で荷卸しを行うこと（以下「単独荷卸し」という。）については、従前より「給油取扱所等にお

ける単独荷卸しに係る運用について」（平成１７年３月１０日付け消防危第５２号。以下「第５２号通

知」という。）により運用をお願いしているところですが、今般、単独荷卸しに係る安全性について一

定の条件を備えた危険物施設に限りその対象とすることとしました。 

 このため、従来、運用をお願いしていた第５２号通知を廃止し、新たに運用上の指針を下記のとおり

定めましたので通知します。 

 貴職におかれましては、本通知による運用にご配慮いただくとともに、貴都道府県内の市町村に対し

てもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第１ 単独荷卸しの対象となる施設等 

 １ 単独荷卸しの対象となる施設 

   単独荷卸しを行うことができる危険物施設は、次に掲げる施設（以下「給油取扱所等」という。）

とする。 

 （1）給油取扱所 

 （2）製造所、一般取扱所で地下タンクを有するもの 

 （3）地下タンク貯蔵所 

２ 単独荷卸しの対象となる危険物 

単独荷卸しを行うことができる危険物は、次に掲げる危険物とする。 

(1) ガソリン 

(2) 灯油 

(3) 軽油 

(4) 重油 

 

 

殿 
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第２ 給油取扱所等において単独荷卸しが可能となる要件 

   給油取扱所等における単独荷卸しは、給油取扱所等に石油を供給・販売し、かつ、運送業者に石

油を移送させる者（以下「石油供給者」という。）又は自ら単独荷卸しを行う運送業者が、単独荷

卸しに係る安全対策設備、乗務員に対する教育訓練の内容等単独荷卸しに係る基本事項を定めるこ

とが前提となること。 

  単独荷卸しは、石油供給者においては、基本事項に基づいて、運送業者及び給油取扱所等の所有

者等を適切に指導し、単独荷卸しについて適切な運用を行わせるとともに、運送業者及び給油取扱

所等の所有者等が、安全対策設備の設置、乗務員に対する教育訓練、荷卸し等を実施する場合にの

み認められるものであること。 

  また、自ら単独荷卸しを行う運送業者においては、基本事項に基づいて、給油取扱所等の所有者

等を適正に指導し、単独荷卸しについて適切な運用を行わせるとともに、当該運送業者及び給油取

扱所等の所有者等が、安全対策設備の設置、乗務員に対する教育訓練、荷卸し等を実施する場合に

のみ認められるものであること 

  この場合、次の事項が単独荷卸しを実施するための要件となること。 

            

○ 関係者（石油供給者、運送業者、給油取扱所等の所有者等）の実施する事項 

  (1) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者は、次の事項を実施すること。 

   ア 単独荷卸しの仕組みを構築するために必要な次の事項を定めること。 

    (ｱ)  単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所の要件 

(ｲ) 給油取扱所等及び移動タンク貯蔵所に係る単独荷卸しに必要な安全対策設備（別添１参照） 

     ①  安全対策設備の内容（種類、性能） 

      ・コンタミ P

※１
P防止装置 

      ・過剰注入防止設備 

      ・タンク貯蔵量表示装置 

          ・照明設備 

      ・防災設備 

         ※１ 異なる油種を誤って地下タンク又は地下貯蔵タンク（以下「地下タンク等」という。） 

に注入すること 

     ② 安全対策設備の維持管理方法 

     ③ 安全対策設備の設置状況の把握方法 

    (ｳ) 単独荷卸しに係る作業の内容（荷積み作業及び荷卸し作業） 

    (ｴ) 運送業者が行う教育訓練の内容（別添２参照） 

     ① 乗務員に対する教育訓練 

      ・単独荷卸しの仕組み 

      ・給油取扱所等の設備 

      ・荷積み作業（通常時、事故発生時） 

      ・荷卸し作業（通常時、事故発生時） 

     ② 運送業者の荷卸しについて責任を有する者（以下「運行管理者」という。）に対する教

育訓練 

      ・上記①に掲げる事項 



 

      ・適切な運行管理 

      ・災害発生時の対応 

(ｵ) 乗務員が単独荷卸しについて必要な知識及び技術を有することを証明する書類の様式 

(ｶ) 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）及び給油取扱所等の所有者等に対す

る指導内容 

   イ 石油供給者にあっては、単独荷卸しを行う運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除

く。）に次の事項を実施させること。 

 自ら構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づき、運送業者に単独荷卸しを行うことが可能な

移動タンク貯蔵所を使用させ、単独荷卸しに係る教育を受けた乗務員に、単独荷卸しを行うこ

とが可能な給油取扱所等において、単独荷卸しを適切に実施させること。 

(2) 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）は、石油供給者の構築した単独荷卸しの

仕組みに基づき、また、自ら単独荷卸しを行う運送業者は、自ら構築した単独荷卸しに係る仕組

みに基づき、それぞれ次の事項を実施すること。 

ア 単独荷卸しに使用する移動タンク貯蔵所に必要な安全対策設備を設置するとともに、適切に

維持管理すること。 

イ 単独荷卸しを行う乗務員に対して、単独荷卸しの仕組み、単独荷卸しに係る安全対策設備、

事故発生時の対応を含めた荷積み及び荷卸し作業に関する教育訓練を実施し、単独荷卸しに必

要な知識及び技術を有することを証明する書類を交付すること。（別添２参照） 

ウ 運行管理者に対して、単独荷卸しの仕組み、単独荷卸しに係る安全対策設備、適切な運行管

理の方法、災害発生時の対応について教育訓練を行うこと。（別添２参照） 

エ 安全対策設備を備えた移動タンク貯蔵所を使用して、所要の教育訓練を受けている乗務員

に、前記イに規定する証明する書類を携帯させて、単独荷卸しを行わせること。 

オ 運行管理者を常駐させ、単独荷卸しにおいて災害等が発生した場合に備えること。 

(3) 給油取扱所等の所有者等は、石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷

卸しの仕組みに基づき、次の事項を実施すること。 

   ア 単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所を同一事業所内に確保す

るとともに、適切に管理すること。 

イ 給油取扱所等の単独荷卸しに必要な安全対策設備を設置するとともに、適切に維持管理する

こと。 

ウ 給油取扱所等の危険物保安監督者（危険物保安監督者の選任義務のない給油取扱所等にあっ

ては危険物取扱者。以下同じ。）及び従業員に対して、単独荷卸しの仕組み、単独荷卸しに係

る安全対策設備、単独荷卸しを行う場合の連絡体制及び災害発生時の措置について教育訓練を

実施すること。（別添２参照） 

エ 給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対して、営業又は作業時間中に単独荷卸しを

行う場合に必要となる作業・役割について教育を実施すること。 

   オ 単独荷卸し時における危険物保安監督者への連絡体制を構築すること。 

カ 単独荷卸しを実施する運送業者に対して、給油取扱所等の設備、移動タンク貯蔵所の停車・

作業場所等について情報提供する体制を構築するとともに、給油取扱所等の危険物保安監督者

と運行管理者との連絡方法について調整すること。 

   キ 給油取扱所等の営業又は作業時間中に単独荷卸しを行う場合は、乗務員と連絡できる体制を



 

とること。 

 

第３ 給油取扱所等の予防規程に規定すべき内容等 

   予防規程の作成義務のある給油取扱所等にあっては次のとおりとすること。なお、予防規程の

作成義務のない給油取扱所等にあっても、下記に準じて「単独荷卸し実施規程」を作成すること。 

 １ 予防規程に規定する内容 

  単独荷卸しが行われる給油取扱所等の予防規程は、次の項目が網羅されるように策定される必

要があること。 

(1) 単独荷卸しが行われる給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対する教育に関するこ

と。（危険物の規制に関する規則（以下「規則」という。）第６０条の２第１項第４号関係） 

(2) 給油取扱所等に設置する単独荷卸しに係る安全対策設備の維持管理に関すること。（規則第

６０条の２第１項第５号関係） 

(3) 単独荷卸しの実施に関すること。（規則第６０条の２第１項第７号関係） 

(4) 単独荷卸しにおいて、事故等の異常事態が発生した場合の対応に関すること。（規則第６０

条の２第１項第１１号関係） 

(5) 単独荷卸しの仕組み（給油取扱所等に設置する安全対策設備、運送業者及び石油供給者が実

施すべき事項）に関すること。（規則第６０条の２第１項第１４号関係） 

(6) 単独荷卸し時における給油取扱所等の危険物保安監督者、従業員の体制に関すること。（規

則第６０条の２第１項第１４号関係） 

２ 給油取扱所等の予防規程に添付する書類 

    給油取扱所等の予防規程に添付する書類は、次のとおりであること。 

(1) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷卸しの仕組みを記載した書

類 

(2) 当該給油取扱所等において、単独荷卸しを実施する運送業者名 

(3) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者が、単独荷卸しの仕組みに基づき、単独荷卸

しを実施することを当該給油取扱所等に対して確約した書類（契約書等） 

３ 予防規程の審査に際しての留意事項 

    次の事項に留意するものであること。 

   (1) 予防規程の審査 

 給油取扱所等の予防規程の審査においては、上記１及び２に掲げる内容が適正であることを

確認するものであること。 

   (2) 給油取扱所等の確認 

予防規程の審査の際に、必要に応じ、給油取扱所等の状況を確認すること。 

 

第４ 安全対策設備の設置に係る手続 

別添１に示す安全対策設備を給油取扱所等または移動タンク貯蔵所に設置する際には、変更許可

の手続が必要となる場合があるので留意すること。 

ただし、当該設備については、事前に資料の提出を求め、変更工事の内容が消防法第１０条第４

項の技術基準と関係がない場合又は技術基準の内容と関係が生じるとしても保安上影響を及ぼさ

ない軽微なものである場合には、変更許可の手続を要しないものとして差し支えないこと。 



 

 

第５ その他 

予防規程を変更せず（立会荷卸しを行う予防規程のまま）又は単独荷卸し実施規程を作成せずに

単独荷卸しを行っている状況を確認した場合には、危険物保安監督者に対し、即座に単独荷卸しを

中止するよう指導されたいこと。その後、単独荷卸しの実施を希望する場合には、本通知に基づき

安全対策設備の設置、予防規程の変更、単独荷卸し実施規程の作成等を指導すること。 

また、予防規程を変更し、又は単独荷卸し実施規程を作成している場合であっても、当該予防規

程又は単独荷卸し実施規程（以下「予防規程等」という。）に従って単独荷卸しを実施していない

場合には、予防規程等に従った単独荷卸しの実施を指導すること。これによっても予防規程等に従

った単独荷卸しが行われない場合には、単独荷卸しを止めるように指導すること。 

これらの度重なる指導によっても改善がみられない等のケースについては、消防法に基づく危険

物保安監督者の解任命令、危険物施設の使用停止命令等の措置を検討すること。 

なお、不適切な単独荷卸しが行われていることを把握した場合には、消防庁危険物保安室まで

連絡をお願いする。 

    

 



 

別添１ 

単独荷卸しに必要な安全対策設備 

 

 １ コンタミ防止装置 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際にコンタミを防止するための装置

であり、移動タンク貯蔵所に備えられる機器と地下タンク等（注入口を含む。）に設けられる機器

から構成されるものである。 

 ただし、移動タンク貯蔵所と単独荷卸しの対象となる施設（灯油を一般の人に販売するものを除

く。）の地下タンク等（単独荷卸しを行う注入口付近に対象外の注入口が併置されているものを除

く。）において貯蔵し、又は取り扱う油種がいずれも単一で、かつ、同一である場合は、設置しな

いことができる。 

 

  (1) コンタミ防止機能 

   ア 有効にコンタミを防止できるものであること。 

(ｱ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物の種類を荷積みの段階から正確かつ容易

に把握できるものであること。 

(ｲ) 荷卸し先の地下タンク等に貯蔵される危険物の種類を正確かつ容易に把握できるもので

あること。 

(ｳ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物と荷卸し先の地下タンク等に貯蔵される

危険物の種類が一致する場合にのみ、当該槽の底弁等が開き荷卸しが行えるものであるこ

と。 

(ｴ) 申請された油種相互のコンタミを防止できるものであること。 

     イ コンタミ防止機能を停止する機能を有する場合には、次のとおりであること。 

    (ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) コンタミ防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把握することができ

るものであること。 

 

   (2) 操作性 

   ア 操作性 

 乗務員１人で容易に操作できるものであること。 

   イ 視認性 

     操作の段階、異常の発生を容易に確認できるものであること。 

   ウ 安全性 

     乗務員に危害を及ぼさないものであること。 

 

  (3) 信頼性 

   ア 強度 

     使用時、車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じるものでないこと。 



 

   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ２ 過剰注入防止設備 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際に危険物の過剰な注入を防止する

ための装置であり、地下タンク等に設けられる機器のみから構成されるものと移動タンク貯蔵所及

び地下タンク等の両方に設けられる機器で構成されるものがある。 

 

  (1) 過剰注入防止機能 

ア 地下タンク等への危険物の過剰な注入を有効に防止することができるものであること。 

   イ 過剰注入防止機能を停止する機能がある場合には、次のとおりであること。 

(ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) 過剰注入防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把握できるものであ

ること。 

 

   (2) 操作性 

ア 操作性 

乗務員１人で容易に操作できるものであること。 

イ 視認性 

操作の段階、異常の発生を容易に確認できるものであること。 

ウ 安全性 

乗務員に危害を及ぼさないものであること。 

 

  (3) 信頼性 

   ア 強度 

     荷卸し時及び車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じるものでないこと。 

   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ３ タンク貯蔵量表示装置 

   地下タンク等内の危険物の量を自動的に表示する装置であり、地下タンク等に設けられるものと

移動タンク貯蔵所に設けられるものがある。 

 

  (1) 表示機能 

 地下タンク等内の危険物の量の変化が荷卸し中に随時確認できるものであること。 

 

   (2) 設置場所 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際に容易に表示内容を確認するこ



 

とができるよう、地下タンク等に設ける場合にあっては注入口の近傍に設け、移動タンク貯蔵所

に設ける場合にあっては吐出口の近傍に設けること。 

 

 ４ 照明設備 

  (1) 機能 

    単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られるものであること。 

 

  (2) 設置場所 

 単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られる場所に設置するとともに、当該

照明設備のスイッチは運転手が容易に操作できる場所に設けること。ただし、次に掲げるいずれ

かの照明設備は、スイッチを設けないことができる。 

ア 無線通信等により、照明が自動点灯するもの 

イ 24 時間営業の給油取扱所等において、照明が常時点灯しているもの（単独荷卸しの作業を行 

う場所において必要な照度が得られる場合に限る。） 

 

 ５ 防災設備 

  (1) 機器の種類 

   ア 給油取扱所等の見取図 

 単独荷卸し作業を行う場所（集中注入口又は、タンク直上式注入口の位置等）、単独荷卸し

に必要な設備の位置を明示したもの 

   イ 消火器 

  Ｂ火災用の能力単位の合計が１０単位以上となるもの（本数は１本又は２本とし、給油取扱

所等又は移動タンク貯蔵所に設置されている消火器を単独荷卸しの際に使用できるようにす

ることで差し支えない。） 

   ウ 乾燥砂又は油吸着材 

     乾燥砂 ２５㎏以上（使いやすいようにバケツなどに小分けしたもの） 

油吸着材 漏れた危険物を有効に回収できる量であって、かつ、２５㎏の乾燥砂と同等以上

の効力を有する量以上とすること 

エ 緊急用電話 

     消防機関等に連絡できるもの 

   オ 通報連絡方法手順書 

 事故発生時に消防機関、給油取扱所等の危険物保安監督者等の責任者、運送業者等へ通報連

絡する手順を明示したもの 

 

  (2) 設置場所 

ア 事故発生時に容易にかつ安全に使用することができる場所に集合させて設置すること。 

イ 上記(1) ア、エ及びオについては、給油取扱所等の防火塀又は建築物の外壁等に設けられた

耐候性等を有する箱（自立型のものを含む。以下「コントロールボックス」という。）に収納

されていること。ただし、次に掲げるいずれかの緊急用電話は、コントロールボックスに収納

しないことができる。 



 

 (ｱ) 乗務員の携行する携帯電話（運送業者等において組織的に管理され、常時使用できるもの

に限る。） 

 (ｨ) 24 時間営業の給油取扱所等の事務所等内に設置される常時使用可能な固定電話 



 

別添２ 

 

給油取扱所等の単独荷卸しに係る教育訓練 

 

１ 教育訓練の実施主体 

 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）は、石油供給者の構築した単独荷卸しの仕組

みに基づき、また、自ら単独荷卸しを行う運送業者は、自ら構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づ

き、それぞれ適切に、乗務員及び運行管理者に対して教育訓練を実施するものであること。 

 また、給油取扱所等の所有者等は、石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独

荷卸しの仕組みに基づき、適切に、当該給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対して教育訓

練を実施するものであること。 

 

２ 教育内容 

 (1)  一般的事項 

   ア 単独荷卸しの仕組み 

     イ 給油取扱所等の施設・設備の構造について 

      (ｱ) コンタミ防止装置 

      (ｲ) 過剰注入防止設備 

      (ｳ) タンク貯蔵量表示装置 

    (ｴ) 照明設備 

      (ｵ) 防災設備 

       (ｶ) タンク注入口の識別方法 

     ウ  単独荷卸しの作業手順について 

     エ  異常時の対応方法について 

 

 (2) 個々の給油取扱所等に係る事項 

ア 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所 

イ 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の道路状況（非営業又は非作業中における単独荷卸

しにおいて、移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の交通状況、給油取扱所等周辺の地勢等） 

ウ 給油取扱所等の必要資機材の配置図等（給油取扱所等の防災設備等の配置位置等） 

 

３ 訓練内容 

 (1) 単独荷卸し作業訓練（模擬設備あるいは給油取扱所等の施設） 

 

 (2) 災害時の対応訓練 

  ア 消火器の使用方法（オイルパン等の油火災を実際に消火する。） 

イ 乾燥砂等、油吸着剤等による漏えい拡大防止方法 

ウ 災害時における消防機関等への通報要領（単独荷卸し先の給油取扱所等名、住所等を正確に通

報できるようにする。） 

エ 単独荷卸し作業異常時の対応（過剰注入防止設備の作動時、コンタミ防止装置の異常作動時等



 

の対処） 

 

４ 教育訓練の対象、内容、時期及び周期 

 (1) 単独荷卸しをはじめて行う場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

はじめて単独荷卸しを行 

う乗務員 

 

上記２及び３の教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前に 

実施 

 

 (2) 単独荷卸し方式、給油取扱所等の対象が変わった場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

単独荷卸しの経験はある

が、これまでに経験のない

方式による単独荷卸しを

行う乗務員 

 

上記２(1)、３(1)及び(2)エの

教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前に 

実施 

 

同一方式の単独荷卸しの

経験はあるが、当該給油取

扱所等においてはじめて

単独荷卸しを行うことと

なる乗務員 

 

上記２(2)、３(1)並びに(2)

ウ及びエの教育 

 

単独荷卸し業務を行う前に 

実施 

 

 (3) 定期に実施する技能の水準を確保するための教育訓練 

 

  対   象 

 

  内     容 

 

  時   期 

 

  周   期 

 

単独荷卸し業務に従 

事している乗務員 

 

上記２(1) 及び３の教育

訓練 

 

運行管理者が立案 

する年間計画によ 

る時期 

 

３年に１回以上実 

施 



 

 

単独荷卸しを行う

運送業者の運行管

理者 

 

上記２の教育 

 

石油供給者又は自

ら単独荷卸しを行

う運送業者が立案

する年間計画に

よる時期 

 

３年に１回以上実

施 

 

単独荷卸しが行わ

れる給油取扱所等

の危険物保安監督

者及び従業員 

 

上記２の教育 

 

石油供給者又は自

ら単独荷卸しを行

う運送業者が立案

する年間計画に

よる時期 

 

３年に１回以上実

施 

 

 



 
 

 「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」（平成 17 年 10 月 27 日消防危第 245 号） 
新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 
改 正 後 現   行 

給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について 

 

 危険物取扱者の立会いなしに移動タンク貯蔵所に乗務する危険物取扱者（以下「乗務

員」という。）が単独で荷卸しを行うこと（以下「単独荷卸し」という。）については、

従前より「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」（平成１７年３月１

０日付け消防危第５２号。以下「第５２号通知」という。）により運用をお願いしている

ところですが、今般、単独荷卸しに係る安全性について一定の条件を備えた危険物施設

に限りその対象とすることとしました。 

 このため、従来、運用をお願いしていた第５２号通知を廃止し、新たに運用上の指針

を下記のとおり定めましたので通知します。 

 貴職におかれましては、本通知による運用にご配慮いただくとともに、貴都道府県内

の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第１ 単独荷卸しの対象となる施設等 

 １ 単独荷卸しの対象となる施設 

   単独荷卸しを行うことができる危険物施設は、次に掲げる施設（以下「給油取扱

所等」という。）とする。 

 （1）給油取扱所 

 （2）製造所、一般取扱所で地下タンクを有するもの 

給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について 

 

 危険物取扱者の立会いなしに移動タンク貯蔵所に乗務する危険物取扱者（以下「乗務

員」という。）が単独で荷卸しを行うこと（以下「単独荷卸し」という。）については、

従前より「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」（平成１７年３月１

０日付け消防危第５２号。以下「第５２号通知」という。）により運用をお願いしている

ところですが、今般、単独荷卸しに係る安全性について一定の条件を備えた危険物施設

に限りその対象とすることとしました。 

 このため、従来、運用をお願いしていた第５２号通知を廃止し、新たに運用上の指針

を下記のとおり定めましたので通知します。 

 貴職におかれましては、本通知による運用にご配慮いただくとともに、貴都道府県内

の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

第１ 単独荷卸しの対象となる施設等 

 １ 単独荷卸しの対象となる施設 

   単独荷卸しを行うことができる危険物施設は、次に掲げる施設（以下「給油取扱

所等」という。）とする。 

 （1）給油取扱所 

 （2）製造所、一般取扱所で地下タンクを有するもの 

別添２ 



 
 

 （3）地下タンク貯蔵所 

２ 単独荷卸しの対象となる危険物 

単独荷卸しを行うことができる危険物は、次に掲げる危険物とする。 

(1) ガソリン 

(2) 灯油 

(3) 軽油 

(4) 重油 

 

第２ 給油取扱所等において単独荷卸しが可能となる要件 

   給油取扱所等における単独荷卸しは、給油取扱所等に石油を供給・販売し、かつ、

運送業者に石油を移送させる者（以下「石油供給者」という。）又は自ら単独荷卸

しを行う運送業者が、単独荷卸しに係る安全対策設備、乗務員に対する教育訓練の

内容等単独荷卸しに係る基本事項を定めることが前提となること。 

  単独荷卸しは、石油供給者においては、基本事項に基づいて、運送業者及び給油

取扱所等の所有者等を適切に指導し、単独荷卸しについて適切な運用を行わせる

とともに、運送業者及び給油取扱所等の所有者等が、安全対策設備の設置、乗務員

に対する教育訓練、荷卸し等を実施する場合にのみ認められるものであること。 

  また、自ら単独荷卸しを行う運送業者においては、基本事項に基づいて、給油取

扱所等の所有者等を適正に指導し、単独荷卸しについて適切な運用を行わせると

ともに、当該運送業者及び給油取扱所等の所有者等が、安全対策設備の設置、乗務

員に対する教育訓練、荷卸し等を実施する場合にのみ認められるものであること 

  この場合、次の事項が単独荷卸しを実施するための要件となること。 

            

○ 関係者（石油供給者、運送業者、給油取扱所等の所有者等）の実施する事項 

  (1) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者は、次の事項を実施すること。 

 （3）地下タンク貯蔵所 

２ 単独荷卸しの対象となる危険物 

単独荷卸しを行うことができる危険物は、次に掲げる危険物とする。 

(1) ガソリン 

(2) 灯油 

(3) 軽油 

(4) 重油 

 

第２ 給油取扱所等において単独荷卸しが可能となる要件 

   給油取扱所等における単独荷卸しは、給油取扱所等に石油を供給・販売し、かつ、

運送業者に石油を移送させる者（以下「石油供給者」という。）又は自ら単独荷卸

しを行う運送業者が、単独荷卸しに係る安全対策設備、乗務員に対する教育訓練の

内容等単独荷卸しに係る基本事項を定めることが前提となること。 

  単独荷卸しは、石油供給者においては、基本事項に基づいて、運送業者及び給油

取扱所等の所有者等を適切に指導し、単独荷卸しについて適切な運用を行わせる

とともに、運送業者及び給油取扱所等の所有者等が、安全対策設備の設置、乗務員

に対する教育訓練、荷卸し等を実施する場合にのみ認められるものであること。 

  また、自ら単独荷卸しを行う運送業者においては、基本事項に基づいて、給油取

扱所等の所有者等を適正に指導し、単独荷卸しについて適切な運用を行わせると

ともに、当該運送業者及び給油取扱所等の所有者等が、安全対策設備の設置、乗務

員に対する教育訓練、荷卸し等を実施する場合にのみ認められるものであること 

  この場合、次の事項が単独荷卸しを実施するための要件となること。 

            

○ 関係者（石油供給者、運送業者、給油取扱所等の所有者等）の実施する事項 

  (1) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者は、次の事項を実施すること。 



 
 

   ア 単独荷卸しの仕組みを構築するために必要な次の事項を定めること。 

    (ｱ) 単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所の要件 

(ｲ) 給油取扱所等及び移動タンク貯蔵所に係る単独荷卸しに必要な安全対策設

備（別添１参照） 

     ①  安全対策設備の内容（種類、性能） 

      ・コンタミ P

※１
P防止装置 

      ・過剰注入防止設備 

      ・タンク貯蔵量表示装置 

          ・照明設備 

      ・防災設備 

         ※１ 異なる油種を誤って地下タンク又は地下貯蔵タンク（以下「地下タンク

等」という。）に注入すること 

     ② 安全対策設備の維持管理方法 

     ③ 安全対策設備の設置状況の把握方法 

    (ｳ) 単独荷卸しに係る作業の内容（荷積み作業及び荷卸し作業） 

    (ｴ) 運送業者が行う教育訓練の内容（別添２U参照 U） 

     ① 乗務員に対する教育訓練 

      ・単独荷卸しの仕組み 

      ・給油取扱所等の設備 

      ・荷積み作業（通常時、事故発生時） 

      ・荷卸し作業（通常時、事故発生時） 

     ② 運送業者の荷卸しについて責任を有する者（以下「運行管理者」という。）

に対する教育訓練 

      ・U上記①に掲げる事項 

      ・適切な運行管理 

   ア 単独荷卸しの仕組みを構築するために必要な次の事項を定めること。 

    (ｱ) 単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所の要件 

(ｲ) 給油取扱所等及び移動タンク貯蔵所に係る単独荷卸しに必要な安全対策設

備（別添１参照） 

     ①  安全対策設備の内容（種類、性能） 

      ・コンタミ P

※１
P防止装置 

      ・過剰注入防止設備 

      ・タンク貯蔵量表示装置 

          ・照明設備 

      ・防災設備 

         ※１ 異なる油種を誤って地下タンク又は地下貯蔵タンク（以下「地下タンク

等」という。）に注入すること 

     ② 安全対策設備の維持管理方法 

     ③ 安全対策設備の設置状況の把握方法 

    (ｳ) 単独荷卸しに係る作業の内容（荷積み作業及び荷卸し作業） 

    (ｴ) 運送業者が行う教育訓練の内容（別添２U  U） 

     ① 乗務員に対する教育訓練 

      ・単独荷卸しの仕組み 

      ・給油取扱所等の設備 

      ・荷積み作業（通常時、事故発生時） 

      ・荷卸し作業（通常時、事故発生時） 

     ② 運送業者の荷卸しについて責任を有する者（以下「運行管理者」という。）

に対する教育訓練 

      ・U単独荷卸しの仕組み 

      ・適切な運行管理 



 
 

      ・災害発生時の対応 

(ｵ) 乗務員が単独荷卸しについて必要な知識及び技術を有することを証明す 

る書類の様式 

(ｶ) 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）及び給油取扱所等の

所有者等に対する指導内容 

   イ 石油供給者にあっては、単独荷卸しを行う運送業者（自ら単独荷卸しを行う

運送業者を除く。）に次の事項を実施させること。 

 自ら構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づき、運送業者に単独荷卸しを

行うことが可能な移動タンク貯蔵所を使用させ、単独荷卸しに係る教育を受

けた乗務員に、単独荷卸しを行うことが可能な給油取扱所等において、単独

荷卸しを適切に実施させること。 

(2) 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）は、石油供給者の構築し

た単独荷卸しの仕組みに基づき、また、自ら単独荷卸しを行う運送業者は、自ら

構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づき、それぞれ次の事項を実施すること。 

ア 単独荷卸しに使用する移動タンク貯蔵所に必要な安全対策設備を設置する

とともに、適切に維持管理すること。 

イ 単独荷卸しを行う乗務員に対し Uて、単独荷卸しの仕組み U、単独荷卸しに

係る安全対策設備、事故発生時の対応を含めた荷積み及び荷卸し作業に関す

る教育訓練を実施し、単独荷卸しに必要な知識及び技術を有することを証明

する書類を交付すること。U（別添２参照） 

ウ 運行管理者に対して、単独荷卸しの仕組み U、単独荷卸しに係る安全対策設

備 U、適切な運行管理の方法、災害発生時の対応について教育訓練を行うこと。

U（別添２参照） 

エ 安全対策設備を備えた移動タンク貯蔵所を使用して、所要の教育訓練を受

けている乗務員に、前記イに規定する証明する書類を携帯させて、単独荷卸

      ・災害発生時の対応 

(ｵ) 乗務員が単独荷卸しについて必要な知識及び技術を有することを証明す 

る書類の様式 

(ｶ) 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）及び給油取扱所等の

所有者等に対する指導内容 

   イ 石油供給者にあっては、単独荷卸しを行う運送業者（自ら単独荷卸しを行う

運送業者を除く。）に次の事項を実施させること。 

 自ら構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づき、運送業者に単独荷卸しを

行うことが可能な移動タンク貯蔵所を使用させ、単独荷卸しに係る教育を受

けた乗務員に、単独荷卸しを行うことが可能な給油取扱所等において、単独

荷卸しを適切に実施させること。 

(2) 運送業者（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）は、石油供給者の構築し

た単独荷卸しの仕組みに基づき、また、自ら単独荷卸しを行う運送業者は、自ら

構築した単独荷卸しに係る仕組みに基づき、それぞれ次の事項を実施すること。 

ア 単独荷卸しに使用する移動タンク貯蔵所に必要な安全対策設備を設置する

とともに、適切に維持管理すること。 

イ 単独荷卸しを行う乗務員に対し U           U、単独荷卸しに係

る安全対策設備、事故発生時の対応を含めた荷積み及び荷卸し作業に関する

教育訓練を実施し、単独荷卸しに必要な知識及び技術を有することを証明す

る書類を交付すること。U        

ウ 運行管理者に対して、単独荷卸しの仕組み U               

 、適切な運行管理の方法、災害発生時の対応について教育訓練を行うこと。 
U        

エ 安全対策設備を備えた移動タンク貯蔵所を使用して、所要の教育訓練を受

けている乗務員に、前記イに規定する証明する書類を携帯させて、単独荷卸



 
 

しを行わせること。 

オ 運行管理者を常駐させ、単独荷卸しにおいて災害等が発生した場合に備え

ること。 

(3) 給油取扱所等の所有者等は、石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者

の構築した単独荷卸しの仕組みに基づき、次の事項を実施すること。 

    ア 単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所を同一

事業所内に確保するとともに、適切に管理すること。 

イ 給油取扱所等の単独荷卸しに必要な安全対策設備を設置するとともに、適

切に維持管理すること。 

ウ 給油取扱所等の危険物保安監督者（危険物保安監督者の選任義務のない給

油取扱所等にあっては危険物取扱者。以下同じ。）及び従業員に対して U、単独

荷卸しの仕組み、単独荷卸しに係る安全対策設備 U、単独荷卸しを行う場合の

連絡体制 U及び災害発生時の措置 Uについて教育訓練を実施すること。U（別添

２参照） 

エ 給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対して、営業又は作業時間

中に単独荷卸しを行う場合に必要となる作業・役割について教育を実施する

こと。 

    オ 単独荷卸し時における危険物保安監督者への連絡体制を構築すること。 

カ 単独荷卸しを実施する運送業者に対して、給油取扱所等の設備、移動タン

ク貯蔵所の停車・作業場所等について情報提供する体制を構築するとともに、

U給油取扱所等の U危険物保安監督者と運行管理者との連絡方法について調整

すること。 

    キ 給油取扱所等の営業又は作業時間中に単独荷卸しを行う場合は、乗務員と

連絡できる体制をとること。 

 

しを行わせること。 

オ 運行管理者を常駐させ、単独荷卸しにおいて災害等が発生した場合に備え

ること。 

(3) 給油取扱所等の所有者等は、石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者

の構築した単独荷卸しの仕組みに基づき、次の事項を実施すること。 

    ア 単独荷卸しを安全に行うための移動タンク貯蔵所の停車・作業場所を同一

事業所内に確保するとともに、適切に管理すること。 

イ 給油取扱所等の単独荷卸しに必要な安全対策設備を設置するとともに、適

切に維持管理すること。 

ウ 給油取扱所等の危険物保安監督者（危険物保安監督者の選任義務のない給

油取扱所等にあっては危険物取扱者。以下同じ。）及び従業員に対して U   

U                      U、単独荷卸しを行う場合の

連絡体制 U、災害発生時の措置 Uについて教育訓練を実施すること。U      
U   

エ 給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対して、営業又は作業時間

中に単独荷卸しを行う場合に必要となる作業・役割について教育を実施する

こと。 

    オ 単独荷卸し時における危険物保安監督者への連絡体制を構築すること。 

カ 単独荷卸しを実施する運送業者に対して、給油取扱所等の設備、移動タン

ク貯蔵所の停車・作業場所等について情報提供する体制を構築するとともに、 

U       U危険物保安監督者と運行管理者との連絡方法について調整

すること。 

    キ 給油取扱所等の営業又は作業時間中に単独荷卸しを行う場合は、乗務員と

連絡できる体制をとること。 

 



 
 

第３ 給油取扱所等の予防規程に規定すべき内容等 

   予防規程の作成義務のある給油取扱所等にあっては次のとおりとすること。な

お、予防規程の作成義務のない給油取扱所等にあっても、下記に準じて「単独荷

卸し実施規程」を作成すること。 

 １ 予防規程に規定する内容 

  単独荷卸しが行われる給油取扱所等の予防規程は、次の項目が網羅されるよう

に策定される必要があること。 

(1) 単独荷卸しが行われる給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対す

る教育に関すること。（危険物の規制に関する規則（以下「規則」という。）

第６０条の２第１項第４号関係） 

(2) 給油取扱所等に設置する単独荷卸しに係る安全対策設備の維持管理に関す

ること。（規則第６０条の２第１項第５号関係） 

(3) 単独荷卸しの実施に関すること。（規則第６０条の２第１項第７号関係） 

(4) 単独荷卸しにおいて、事故等の異常事態が発生した場合の対応に関するこ

と。（規則第６０条の２第１項第１１号関係） 

(5) 単独荷卸しの仕組み（給油取扱所等に設置する安全対策設備、運送業者及び

石油供給者が実施すべき事項）に関すること。（規則第６０条の２第１項第１

４号関係） 

(6) 単独荷卸し時における給油取扱所等の危険物保安監督者、従業員の体制に関

すること。（規則第６０条の２第１項第１４号関係） 

２ 給油取扱所等の予防規程に添付する書類 

    給油取扱所等の予防規程に添付する書類は、次のとおりであること。 

(1) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷卸しの仕

組みを記載した書類 

(2) 当該給油取扱所等において、単独荷卸しを実施する運送業者名 

第３ 給油取扱所等の予防規程に規定すべき内容等 

   予防規程の作成義務のある給油取扱所等にあっては次のとおりとすること。な

お、予防規程の作成義務のない給油取扱所等にあっても、下記に準じて「単独荷

卸し実施規程」を作成すること。 

 １ 予防規程に規定する内容 

  単独荷卸しが行われる給油取扱所等の予防規程は、次の項目が網羅されるよう

に策定される必要があること。 

(1) 単独荷卸しが行われる給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員に対す

る教育に関すること。（危険物の規制に関する規則（以下「規則」という。）

第６０条の２第１項第４号関係） 

(2) 給油取扱所等に設置する単独荷卸しに係る安全対策設備の維持管理に関す

ること。（規則第６０条の２第１項第５号関係） 

(3) 単独荷卸しの実施に関すること。（規則第６０条の２第１項第７号関係） 

(4) 単独荷卸しにおいて、事故等の異常事態が発生した場合の対応に関するこ

と。（規則第６０条の２第１項第１１号関係） 

(5) 単独荷卸しの仕組み（給油取扱所等に設置する安全対策設備、運送業者及び

石油供給者が実施すべき事項）に関すること。（規則第６０条の２第１項第１

４号関係） 

(6) 単独荷卸し時における給油取扱所等の危険物保安監督者、従業員の体制に関

すること。（規則第６０条の２第１項第１４号関係） 

２ 給油取扱所等の予防規程に添付する書類 

    給油取扱所等の予防規程に添付する書類は、次のとおりであること。 

(1) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷卸しの仕

組みを記載した書類 

(2) 当該給油取扱所等において、単独荷卸しを実施する運送業者名 



 
 

(3) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者が、単独荷卸しの仕組みに基

づき、単独荷卸しを実施することを当該給油取扱所等に対して確約した書類

（契約書等） 

３ 予防規程の審査に際しての留意事項 

    次の事項に留意するものであること。 

   (1) 予防規程の審査 

 給油取扱所等の予防規程の審査においては、上記１及び２に掲げる内容が

適正であることを確認するものであること。 

   (2) 給油取扱所等の確認 

予防規程の審査の際に、必要に応じ、給油取扱所等の状況を確認すること。 

 

第４ 安全対策設備の設置に係る手続 

別添１に示す安全対策設備を給油取扱所等または移動タンク貯蔵所に設置する

際には、変更許可の手続が必要となる場合があるので留意すること。 

ただし、当該設備については、事前に資料の提出を求め、変更工事の内容が消防

法第１０条第４項の技術基準と関係がない場合又は技術基準の内容と関係が生じ

るとしても保安上影響を及ぼさない軽微なものである場合には、変更許可の手続

を要しないものとして差し支えないこと。 

 

第５ その他 

予防規程を変更せず（立会荷卸しを行う予防規程のまま）又は単独荷卸し実施規

程を作成せずに単独荷卸しを行っている状況を確認した場合には、危険物保安監

督者に対し、即座に単独荷卸しを中止するよう指導されたいこと。その後、単独荷

卸しの実施を希望する場合には、本通知に基づき安全対策設備の設置、予防規程の

変更、単独荷卸し実施規程の作成等を指導すること。 

(3) 石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者が、単独荷卸しの仕組みに基

づき、単独荷卸しを実施することを当該給油取扱所等に対して確約した書類

（契約書等） 

３ 予防規程の審査に際しての留意事項 

    次の事項に留意するものであること。 

   (1) 予防規程の審査 

 給油取扱所等の予防規程の審査においては、上記１及び２に掲げる内容が

適正であることを確認するものであること。 

   (2) 給油取扱所等の確認 

予防規程の審査の際に、必要に応じ、給油取扱所等の状況を確認すること。 

 

第４ 安全対策設備の設置に係る手続 

別添１に示す安全対策設備を給油取扱所等または移動タンク貯蔵所に設置する

際には、変更許可の手続が必要となる場合があるので留意すること。 

ただし、当該設備については、事前に資料の提出を求め、変更工事の内容が消防

法第１０条第４項の技術基準と関係がない場合又は技術基準の内容と関係が生じ

るとしても保安上影響を及ぼさない軽微なものである場合には、変更許可の手続 

を要しないものとして差し支えないこと。 

 

第５ その他 

予防規程を変更せず（立会荷卸しを行う予防規程のまま）又は単独荷卸し実施規

程を作成せずに単独荷卸しを行っている状況を確認した場合には、危険物保安監

督者に対し、即座に単独荷卸しを中止するよう指導されたいこと。その後、単独荷

卸しの実施を希望する場合には、本通知に基づき安全対策設備の設置、予防規程の

変更、単独荷卸し実施規程の作成等を指導すること。 



 
 

また、予防規程を変更し、又は単独荷卸し実施規程を作成している場合であって

も、当該予防規程又は単独荷卸し実施規程（以下「予防規程等」という。）に従っ

て単独荷卸しを実施していない場合には、予防規程等に従った単独荷卸しの実施

を指導すること。これによっても予防規程等に従った単独荷卸しが行われない場

合には、単独荷卸しを止めるように指導すること。 

これらの度重なる指導によっても改善がみられない等のケースについては、消

防法に基づく危険物保安監督者の解任命令、危険物施設の使用停止命令等の措置

を検討すること。 

なお、不適切な単独荷卸しが行われていることを把握した場合には、消防庁危

険物保安室まで連絡をお願いする。 

 

 

 

別添１ 

単独荷卸しに必要な安全対策設備 

 

 １ コンタミ防止装置 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際にコンタミを防止

するための装置であり、移動タンク貯蔵所に備えられる機器と地下タンク等（注入

口を含む。）に設けられる機器から構成されるものである。 

 ただし、移動タンク貯蔵所と単独荷卸しの対象となる施設（灯油を一般の人に販

売するものを除く。）の地下タンク等（単独荷卸しを行う注入口付近に対象外の注

入口が併置されているものを除く。）において貯蔵し、又は取り扱う油種がいずれ

も単一で、かつ、同一である場合は、設置しないことができる。 

 

また、予防規程を変更し、又は単独荷卸し実施規程を作成している場合であって

も、当該予防規程又は単独荷卸し実施規程（以下「予防規程等」という。）に従っ

て単独荷卸しを実施していない場合には、予防規程等に従った単独荷卸しの実施

を指導すること。これによっても予防規程等に従った単独荷卸しが行われない場

合には、単独荷卸しを止めるように指導すること。 

これらの度重なる指導によっても改善がみられない等のケースについては、消

防法に基づく危険物保安監督者の解任命令、危険物施設の使用停止命令等の措置

を検討すること。 

なお、不適切な単独荷卸しが行われていることを把握した場合には、消防庁危

険物保安室まで連絡をお願いする。 

 

 

 

別添１ 

単独荷卸しに必要な安全対策設備 

 

 １ コンタミ防止装置 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際にコンタミを防止

するための装置であり、移動タンク貯蔵所に備えられる機器と地下タンク等（注入

口を含む。）に設けられる機器から構成されるものである。 

 ただし、移動タンク貯蔵所と単独荷卸しの対象となる施設（灯油を一般の人に販

売するものを除く。）の地下タンク等（単独荷卸しを行う注入口付近に対象外の注

入口が併置されているものを除く。）において貯蔵し、又は取り扱う油種がいずれ

も単一で、かつ、同一である場合は、設置しないことができる。 

 



 
 

  (1) コンタミ防止機能 

   ア 有効にコンタミを防止できるものであること。 

(ｱ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物の種類を荷積みの段階か

ら正確かつ容易に把握できるものであること。 

(ｲ) 荷卸し先の地下タンク等に貯蔵される危険物の種類を正確かつ容易に把

握できるものであること。 

(ｳ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物と荷卸し先の地下タンク

等に貯蔵される危険物の種類が一致する場合にのみ、当該槽の底弁等が開

き荷卸しが行えるものであること。 

(ｴ) 申請された油種相互のコンタミを防止できるものであること。 

     イ コンタミ防止機能を停止する機能を有する場合には、次のとおりであるこ

と。 

    (ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) コンタミ防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把握

することができるものであること。 

 

   (2) 操作性 

   ア 操作性 

 乗務員１人で容易に操作できるものであること。 

   イ 視認性 

     操作の段階、異常の発生を容易に確認できるものであること。 

   ウ 安全性 

     乗務員に危害を及ぼさないものであること。 

 

  (3) 信頼性 

  (1) コンタミ防止機能 

   ア 有効にコンタミを防止できるものであること。 

(ｱ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物の種類を荷積みの段階か

ら正確かつ容易に把握できるものであること。 

(ｲ) 荷卸し先の地下タンク等に貯蔵される危険物の種類を正確かつ容易に把

握できるものであること。 

(ｳ) 移動貯蔵タンクの各槽に貯蔵されている危険物と荷卸し先の地下タンク

等に貯蔵される危険物の種類が一致する場合にのみ、当該槽の底弁等が開

き荷卸しが行えるものであること。 

(ｴ) 申請された油種相互のコンタミを防止できるものであること。 

     イ コンタミ防止機能を停止する機能を有する場合には、次のとおりであるこ

と。 

    (ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) コンタミ防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把握

することができるものであること。 

 

   (2) 操作性 

   ア 操作性 

 乗務員１人で容易に操作できるものであること。 

   イ 視認性 

     操作の段階、異常の発生を容易に確認できるものであること。 

   ウ 安全性 

     乗務員に危害を及ぼさないものであること。 

 

  (3) 信頼性 



 
 

   ア 強度 

     使用時、車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じ

るものでないこと。 

   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ２ 過剰注入防止設備 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際に危険物の過剰な

注入を防止するための装置であり、地下タンク等に設けられる機器のみから構成

されるものと移動タンク貯蔵所及び地下タンク等の両方に設けられる機器で構成

されるものがある。 

 

  (1) 過剰注入防止機能 

ア 地下タンク等への危険物の過剰な注入を有効に防止することができるもの

であること。 

    イ 過剰注入防止機能を停止する機能がある場合には、次のとおりであること。 

(ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) 過剰注入防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把

握できるものであること。 

 

   (2) 操作性 

Uア 操作性 

U乗務員１人で容易に操作できるものであること。 

   ア 強度 

     使用時、車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じ

るものでないこと。 

   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ２ 過剰注入防止設備 

 移動タンク貯蔵所から地下タンク等へ危険物を荷卸しする際に危険物の過剰な

注入を防止するための装置であり、地下タンク等に設けられる機器のみから構成

されるものと移動タンク貯蔵所及び地下タンク等の両方に設けられる機器で構成

されるものがある。 

 

  (1) 過剰注入防止機能 

ア 地下タンク等への危険物の過剰な注入を有効に防止することができるもの

であること。 

    イ 過剰注入防止機能を停止する機能がある場合には、次のとおりであること。 

(ｱ) 停止スイッチは、容易に操作できないものであること。 

(ｲ) 過剰注入防止機能が停止している場合には、乗務員がその旨を容易に把

握できるものであること。 

 

   (2) 操作性 

U 過剰注入防止機能が作動した場合に注入ホース内に危険物が滞留するものに

あっては、当該危険物を乗務員１人で容易に地下タンク等内に収容することが



 
 

Uイ 視認性 

U操作の段階、異常の発生を容易に確認できるものであること。 

Uウ 安全性 

U乗務員に危害を及ぼさないものであること。 

 

  (3) 信頼性 

   ア 強度 

     荷卸し時及び車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じ

るものでないこと。 

   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ３ タンク貯蔵量表示装置 

   地下タンク等内の危険物の量を自動的に表示する装置であ Uり、地下タンク等に

設けられるものと移動タンク貯蔵所に設けられるものがある。 

 

  (1) 表示機能 

 地下タンク等内の危険物の量の変化が荷卸し中に随時確認できるものである

こと。 

 

   (2) 設置場所 

移動タンク貯蔵所から U地下タンク等へ危険物を荷卸しする際に容易に表示内

容を確認することができるよう、地下タンク等に設ける場合にあっては注入口

できるものであること。 

 

 

 

 

  (3) 信頼性 

   ア 強度 

     荷卸し時及び車両の走行時に、容易に損傷しないものであること。 

     イ 耐候性 

 使用している間に起こりうる温度変化、降雨等により、機能に支障を生じ

るものでないこと。 

   ウ 信頼性 

 故障又は人為的ミスに対する対策が講じられていること。 

 

 ３ タンク貯蔵量表示装置 

   地下タンク等内の危険物の量を自動的に表示する装置であ Uる           

U                           。 

 

  (1) 表示機能 

 地下タンク等内の危険物の量の変化が荷卸し中に随時確認できるものである

こと。 

 

   (2) 設置場所 

 移動タンク貯蔵所から U危険物を荷卸しする際に容易に表示内容を確認するこ

とができるよう、注入口の近傍に設けること。 



 
 

の近傍に設け、移動タンク貯蔵所に設ける場合にあっては吐出口の近傍に設け

ること。 

 

 ４ 照明設備 

  (1) 機能 

    単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られるものであるこ

と。 

 

  (2) 設置場所 

 単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られる場所に設置す

るとともに、当該照明設備のスイッチは運転手が容易に操作できる場所に設け

ること。Uただし、次に掲げるいずれかの照明設備は、スイッチを設けないこと

ができる。 

Uア 無線通信等により、照明が自動点灯するもの 

Uイ 24 時間営業の給油取扱所等において、照明が常時点灯しているもの（単 

U独荷卸しの作業を行う場所において必要な照度が得られる場合に限る。） 

 

 ５ 防災設備 

  (1) 機器の種類 

   ア 給油取扱所等の見取図 

 単独荷卸し作業を行う場所（集中注入口又は、タンク直上式注入口の位置

等）、単独荷卸しに必要な設備の位置を明示したもの 

   イ 消火器 

  Ｂ火災用の能力単位の合計が１０単位以上となるもの（本数は１本又は２

本とし、給油取扱所等又は移動タンク貯蔵所に設置されている消火器を単独

 

 

 

 ４ 照明設備 

  (1) 機能 

    単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られるものであるこ

と。 

 

  (2) 設置場所 

 単独荷卸しの作業を行う場所において、必要な照度が得られる場所に設置す

るとともに、当該照明設備のスイッチは運転手が容易に操作できる場所に設け

ること。 

 

 

 

 

 

 ５ 防災設備 

  (1) 機器の種類 

   ア 給油取扱所等の見取図 

 単独荷卸し作業を行う場所（集中注入口又は、タンク直上式注入口の位置

等）、単独荷卸しに必要な設備の位置を明示したもの 

   イ 消火器 

  Ｂ火災用の能力単位の合計が１０単位以上となるもの（本数は１本又は２

本とし、給油取扱所等又は移動タンク貯蔵所に設置されている消火器を単独



 
 

荷卸しの際に使用できるようにすることで差し支えない。） 

   ウ 乾燥砂又は油吸着材 

     乾燥砂 ２５㎏以上（使いやすいようにバケツなどに小分けしたもの） 

油吸着材 漏れた危険物を有効に回収できる量 Uであって、かつ、２５㎏の乾

燥砂と同等以上の効力を有する量以上とすること 

エ 緊急用電話 

     消防機関等に連絡できるもの 

   オ 通報連絡方法手順書 

 事故発生時に消防機関、給油取扱所等の危険物保安監督者等の責任者、運

送業者等へ通報連絡する手順を明示したもの 

 

  (2) 設置場所 

ア 事故発生時に容易にかつ安全に使用することができる場所に集合させて設

置すること。 

イ 上記(1) ア、エ及びオについては、給油取扱所等の防火塀又は建築物の外

壁等に設けられた耐候性等を有する箱（自立型のものを含む。以下「コント

ロールボックス」という。）に収納されていること。Uただし、次に掲げるいず

れかの緊急用電話は、コントロールボックスに収納しないことができる。 

 U(ｱ) 乗務員の携行する携帯電話（運送業者等において組織的に管理され、常

時使用できるものに限る。） 

 U(ｨ) 24 時間営業の給油取扱所等の事務所等内に設置される常時使用可能な

固定電話 

 

 

 

荷卸しの際に使用できるようにすることで差し支えない。） 

   ウ 乾燥砂又は油吸着材 

     乾燥砂 ２５㎏以上（使いやすいようにバケツなどに小分けしたもの） 

油吸着材 漏れた危険物を有効に回収できる量 Uとすること 

 

エ 緊急用電話 

     消防機関等に連絡できるもの 

   オ 通報連絡方法手順書 

 事故発生時に消防機関、給油取扱所等の危険物保安監督者等の責任者、運

送業者等へ通報連絡する手順を明示したもの 

 

  (2) 設置場所 

ア 事故発生時に容易にかつ安全に使用することができる場所に集合させて設

置すること。 

イ 上記(1) ア、エ及びオについては、給油取扱所等の防火塀又は建築物の外

壁等に設けられた耐候性等を有する箱（自立型のものを含む。以下「コント

ロールボックス」という。）に収納されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別添２ 

 

給油取扱所等の単独荷卸しに係る教育訓練 

 

１ 教育訓練の実施主体 

 運送業者 U（自ら単独荷卸しを行う運送業者を除く。）は、石油供給者の構築した単

独荷卸しの仕組みに基づき、また、自ら単独荷卸しを行う運送業者は、自ら構築した

単独荷卸しに係る仕組みに基づき、それぞれ適切に、乗務員及び運行管理者に対して

教育訓練を実施するものであること。 

U また、給油取扱所等の所有者等は、石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者

の構築した単独荷卸しの仕組みに基づき、適切に、当該給油取扱所等の危険物保安監

督者及び従業員に対して教育訓練を実施するものであること。 

 

２ 教育内容 

 (1)  一般的事項 

   Uア 単独荷卸しの仕組み 

     イ 給油取扱所等の施設・設備の構造について 

      (ｱ) コンタミ防止装置 

      (ｲ) 過剰注入防止設備 

      (ｳ) タンク貯蔵量表示装置 

    (ｴ) 照明設備 

      (ｵ) 防災設備 

       (ｶ) タンク注入口の識別方法 

     ウ  単独荷卸しの作業手順について 

     エ  異常時の対応方法について 

別添２ 

 

給油取扱所等の単独荷卸しに係る教育訓練 

 

１ 教育訓練の実施主体 

 運送業者 Uが、石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷卸

しの仕組みに基づき、適切に、乗務員に対して教育訓練を実施するものであること。 

 

 

 

 

 

 

２ 教育内容 

 (1)  一般的事項 

 

     ア 給油取扱所等の施設・設備の構造について 

      (ｱ) U各種 Uコンタミ防止装置 

      (ｲ) 過剰注入防止設備 

      (ｳ) タンク貯蔵量表示装置 

    (ｴ) 照明設備 

      (ｵ) 防災設備 

       (ｶ) タンク注入口の識別方法 

     イ  単独荷卸しの作業手順について 

     ウ  異常時の対応方法について 



 
 

 

 (2) 個々の給油取扱所等に係る事項 

ア 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所 

イ 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の道路状況（非営業又は非作業中に

おける単独荷卸しにおいて、移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の交通状

況、給油取扱所等周辺の地勢等） 

ウ 給油取扱所等の必要資機材の配置図等（給油取扱所等の防災設備等の配置位

置等） 

 

３ 訓練内容 

 (1) 単独荷卸し作業訓練（模擬設備あるいは給油取扱所等の施設） 

 

 (2) 災害時の対応訓練 

   ア 消火器の使用方法（オイルパン等の油火災を実際に消火する。） 

イ 乾燥砂等、油吸着剤等による漏えい拡大防止方法 

ウ 災害時における消防機関等への通報要領（単独荷卸し先の給油取扱所等名、住

所等を正確に通報できるようにする。） 

エ 単独荷卸し作業異常時の対応（過剰注入防止設備の作動時、コンタミ防止装置

の異常作動時等の対処） 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 個々の給油取扱所等に係る事項 

ア 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所 

イ 移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の道路状況（非営業又は非作業中に

おける単独荷卸しにおいて、移動タンク貯蔵所の停車・作業場所付近の交通状

況、給油取扱所等周辺の地勢等） 

ウ 給油取扱所等の必要資機材の配置図等（給油取扱所等の防災設備等の配置位

置等） 

 

３ 訓練内容 

 (1) 単独荷卸し作業訓練（模擬設備あるいは給油取扱所等の施設） 

 

 (2) 災害時の対応訓練 

  ア 消火器の使用方法（オイルパン等の油火災を実際に消火する。） 

イ 乾燥砂等、油吸着剤等による漏えい拡大防止方法 

ウ 災害時における消防機関等への通報要領（単独荷卸し先の給油取扱所等名、住

所等を正確に通報できるようにする。） 

エ 単独荷卸し作業異常時の対応（過剰注入防止設備の作動時、コンタミ防止装置

の異常作動時等の対処） 

 

 

 

 

 

 



 
 

４ 教育訓練の対象、内容、時期及び周期 

 (1) 単独荷卸しをはじめて行う場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

はじめて単独荷卸しを

行う乗務員 

 

上記２及び３の教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前

に実施 

 

 

 (2) 単独荷卸し方式、給油取扱所等の対象が変わった場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

単独荷卸しの経験はあ

るが、これまでに経験

のない方式による単独

荷卸しを行う乗務員 

 

上記２(1)、３(1)U及び(2)

エUの教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前

に実施 

 

同一方式の単独荷卸し

の経験はあるが、当該

給油取扱所等において

はじめて単独荷卸しを

行うこととなる乗務員 

 

上記２(2)U、３(1)並びに 

U(2)ウ及びエのU教育 

 

単独荷卸し業務を行う前

に実施 

４ 教育訓練の対象、内容、時期及び周期 

 (1) 単独荷卸しをはじめて行う場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

はじめて単独荷卸しを

行う乗務員 

 

上記２及び３の教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前

に実施 

 

 

 (2) 単独荷卸し方式、給油取扱所等の対象が変わった場合の教育訓練 

 

   対     象 

 

  内      容 

 

   時     期 

 

単独荷卸しの経験はあ

るが、これまでに経験

のない方式による単独

荷卸しを行う乗務員 

 

上記２(1)及び３(1)U    

 の教育訓練 

 

単独荷卸し業務を行う前

に実施 

 

同一方式の単独荷卸し

の経験はあるが、当該

給油取扱所等において

はじめて単独荷卸しを

行うこととなる乗務員 

 

上記２(2)U      UのU

      U教育 

 

単独荷卸し業務を行う前

に実施 



 
 

 

 (3) 定期に実施する技能の水準を確保するための教育訓練 

 

  対   象 

 

  内     容 

 

  時   期 

 

  周   期 

 

単独荷卸し業務に

従事している乗務

員 

 

上記２(1) 及び３の教

育訓練 

 

運行管理者が立

案する年間計画

による時期 

 

３年に１回以上実

施 

 

U単独荷卸しを行う

運送業者の運行管

理者 

 

U上記２の教育 

 

U石油供給者又は

自ら単独荷卸し

を行う運送業者

が立案する年間

計画による時期 

 

U３年に１回以上

実施 

 

U単独荷卸しが行わ

れる給油取扱所等

の危険物保安監督

者及び従業員 

 

U上記２の教育 

 

U石油供給者又は

自ら単独荷卸し

を行う運送業者

が立案する年間

計画による時期 

 

U３年に１回以上

実施 

 
 

 

 (3) 定期に実施する技能の水準を確保するための教育訓練 

 

  対   象 

 

  内     容 

 

  時   期 

 

  周   期 

 

単独荷卸し業務に

従事している乗務

員 

 

上記２(1) 及びU３(2) U

の教育訓練 

 

運行管理者が立

案する年間計画

による時期 

 

３年に１回以上実 

施 
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